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＊ 同じ内容の意見が複数ある場合は、「意見等の概要」の最後に件数を記載してください。

＊ 計画等の案を修正した場合は、「市の考え方等」の欄に修正箇所を併せて記載してください。
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上記２のうち計画等の案を修正した件数

「平成25年度小樽市食品衛生監視指導計画（素案）」に対して提出された意見等の概要及び市の考え方等

意見等の概要

最近、生肉や漬物等のＯ‐１１１やＯ‐１５７等の食中
毒で死者が出ました。全国的にもずさんな食品管
理による食中毒は後を絶ちません。小樽市は市民
の健康はもとより、観光都市であることから食中毒と
いう悪い評判が立たないように心がける必要がある
と思います。担当の皆様には飲食店などでの巡回
の際には施設の衛生状況などについて、厳しい指
導を望みます。また食中毒防止のため食品は安全
に管理するよう徹底した指導をお願いします。時に
は衛生管理の行き届いていない店舗に対する抜き
打ち検査等による厳しい指導と措置を積極的にお
願いします。また今の時期に猛威を振るうノロウイル
スやインフルエンザなどの細菌感染者が調理など
に関わらないようなチェック体制の確立をお願いし
ます。

市の考え方等

　ご意見をいただきありがとうございます。本監視指導計画の「５
監視時の指導事項」にありますように、飲食店などに対して、施設
の清掃が行われ衛生的に保たれていること、原材料や食品の保
存が適切に行われていること、肉、魚、野菜などの原材料に応じ
て包丁・まな板を用途別に使用していること等の「施設の衛生状
況」や「食品の安全管理」について、適切に監視指導してまいりま
す。さらに、監視指導として飲食店や食品製造施設に立ち入る時
は、引き続き通告無しで立ち入りを行います。
　ご意見にもありますように、毎年流行するノロウイルスによる胃腸
炎症状は、調理従事者から食品を介して喫食した方に感染し食
中毒になってしまう事例が後を絶ちません。小樽市ではこのような
ことが無いよう、十分な手洗いや、健康チェックにより体調不良者
を従事させないように注意喚起を行い、今後もノロウイルスによる
食中毒を防止して行きたいと考えており、計画の中では「６　重点
的に監視指導を実施すべき項目」として、ノロウイルスによる食中
毒の防止を掲げております。


